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E-39 尿素窒素（BUN）、クレアチニン（造影剤使用撮影時） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、造影剤を使用した画像診断時における尿素窒素（BUN）、

クレアチニンの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 造影剤は主に尿から排泄されるため腎機能が低下している場合、さらに

腎機能を悪化するおそれがある。 

 したがって、造影剤使用撮影にあたり、事前に腎機能を評価する目的で

実施される尿素窒素（BUN）、クレアチニンの算定は原則認められると整

理した。 

 


